
保険規約（抜粋）

保険金種類 保険金をお支払する主な場合 お支払する保険金 保険金をお支払できない主な場合
死亡保険金 旅行行程（※）中に日本国内において急激

かつ偶然な外来の事故によりケガをされ、
事故の発生の日からその日を含めて180日
以内に死亡された場合

（※）「旅行行程」とは、申込書記載の旅行
の目的をもって住居を出発してから住居に
帰着するまでの旅行行程をいいます。

死亡・後遺障害保険金額の全額をお支払い
します。ただし、既に後遺障害保険金をお支
払いしている場合は、その金額を差し引い
てお支払いします。
（死亡保険金の額 = 死亡・後遺障害保険金
額の全額）

後遺障害保険金 旅行行程中に日本国内において急激かつ
偶然な外来の事故によりケガをされ、事故
の発生の日からその日を含めて180日以内
に後遺障害が生じた場合

その程度に応じて死亡・後遺障害保険金額
の４％～100％をお支払いします。ただし、
お支払いする後遺障害保険金の額は、保
険期間を通じ、死亡・後遺障害保険金額を
限度とします。
（後遺障害保険金の額＝死亡・後遺障害保
険金額×後遺障害の程度に応じた割合４％
～１００％）

入院保険金 旅行行程中に日本国内において急激かつ
偶然な外来の事故によりケガをされ、入院
された場合

事故の発生の日からその日を含めて180日
以内の入院に対し、１日につき入院保険金
日額をお支払いします。（入院保険金の額
＝入院保険金日額×入院日数（事故の発
生の日から180日以内）

手術保険金 旅行行程中に日本国内において急激かつ
偶然な外来の事故によりケガをされ、事故
の発生の日からその日を含めて180日以内
にそのケガの治療のために病院または診
療所において、以下①または②のいずれか
の手術を受けた場合
①公的医療保険制度における医科診療報
酬点数表に、手術料の算定対象として列挙
されている手術（※１）
②先進医療に該当する手術（※２）
（※１）以下の手術は対象となりません。
創傷処理、皮膚切開術、デブリードマン、骨
または関節の非観血的または徒手的な整
復術・整復固定術および授動術、抜歯手術
（※２）先進医療に該当する手術は、治療を
直接の目的としてメス等の器具を用いて患
部または必要部位に切除、摘出等の処置を
施すものにかぎります。

手術保険金をお支払いします。ただし、1事
故につき1回の手術にかぎります。
なお、１事故に基づくケガに対して、入院中
および外来で手術を受けたときは、＜入院
中に受けた手術の場合＞の手術保険金を
お支払いします。
＜入院中に受けた手術の場合＞
（手術保険金額＝入院保険金日額×10倍
＜外来で受けた手術の場合＞
（手術保険金の額=入院保険金日額×5倍）

賠償責任特約 旅行行程中に日本国内において発生した
偶然な事故により、他人にケガを負わせた
り、他人の財物を壊したりしたこと等によっ
て、法律上の損害賠償責任を負った場合

損害賠償金および費用（訴訟費用等）の合
計金額をお支払いします（自己負担額はあ
りません。）。
ただし、１回の事故につき損害賠償金は、
賠償責任の保険金額を限度とします。な
お、賠償金額の決定には、事前に損保ジャ
パン日本興亜の承認を必要とします。
（注）日本国内において発生した賠償責任
補償特約のお支払い対象となる事故につい
ては、損保ジャパン日本興亜が示談交渉を
お引き受けし事故の解決にあたる「示談交
渉サービス」がご利用いただけます。示
談交渉サービスのご提供にあたっては、被
保険者および損害賠償請求権者の同意が
必要となります。なお、以下の場合は示談
交渉サービスをご利用いただけませんので
ご注意ください。
　　 ・ 被保険者の負担する法律上の損害賠
償責任の額が保険金額を明らかに超える
場合
　　 ・ 損害賠償に関する訴訟が日本国外の
裁判所に提起された場合　など

①故意
②戦争、外国の武力行使、暴動（テロ行為
を除きます。）、核燃料物質等によるもの
③地震、噴火またはこれらによる津波
④被保険者の職務遂行に直接起因する損
害賠償責任
⑤被保険者と同居する親族および旅行行
程を同じくする親族に対する損害賠償責任
⑥被保険者が所有、使用または管理する財
物の損壊について、その財物について正当
な権利を有する方に対して負担する損害賠
償責任（ホテル・旅館等の宿泊施設の客室
に与えた損害は除きます。）
⑦被保険者の心神喪失に起因する損害賠
償責任
⑧被保険者または被保険者の指図による
暴行または殴打に起因する損害賠償責任
⑨航空機、船舶および自動車・原動機付自
転車等の車両（※）、銃器の所有、使用また
は管理に起因する損害賠償責任　など
（※）次の①または②のいずれかに該当す
るものを除きます。
①原動力がもっぱら人力であるもの
②ゴルフ場敷地内におけるゴルフカート（た
だし、ゴルフカート自体の損壊により発生す
る貸主への損害賠償責任に対しては保険
金をお支払いしません。）

救援者費用特約 旅行行程中に以下①から④までのいずれ
かに該当した場合
①被保険者が搭乗している航空機・船舶が
行方不明になった場合もしくは遭難した場
合
②急激かつ偶然な外来の事故により被保
険者の生死が確認できない場合または緊
急な捜索・救助活動が必要なことが公的機
関により確認された場合
③急激かつ偶然な外来の事故によりケガを
され、事故の発生の日からその日を含めて
180日以内に死亡された場合または継続し
て14日以上入院をされた場合

以下①から⑤までの費用のうち、ご契約
者、被保険者またはその親族の方が負担し
た費用に対して、その費用の負担者に保険
金をお支払いします。ただし、保険期間を通
じ、救援者費用等の保険金額を限度としま
す。
＜お支払い対象となる費用＞
①遭難した被保険者を捜索する活動に要し
た捜索救助費用。
②救援者（※）の現地までの航空機等の１
往復分の運賃（救援者2名分を限度としま
す。）。
③現地および現地までの行程における救援
者のホテル等の宿泊料（救援者2名分を限
度とし、かつ救援者1名につき14日分を限度
とします。）。
④被保険者が死亡された場合の遺体輸送
費用、治療を継続中の被保険者を現地から
病院等へ移転するための費用。ただし、被
保険者が払戻しを受けた帰宅のための運
賃または負担することを予定していた運賃
は差し引いてお支払いします。
⑤救援者または被保険者が現地で支出し
た交通費、電話料等通信費、被保険者の遺
体処理費等（3万円を限度とします。）。
（※）「救援者」とは、現地へ赴く被保険者の
親族（これらの方の代理人を含みます。）を
いいます。

①故意または重大な過失
②自殺行為、犯罪行為または闘争行為
③無資格運転、酒気を帯びた状態での運転
または麻薬等により正常な運転のできない
おそれがある状態での運転による事故
④脳疾患、疾病または心神喪失
⑤妊娠、出産、早産または流産
⑥外科的手術その他の医療処置
⑦戦争、外国の武力行使、暴動（テロ行為
を除きます。）、核燃料物質等によるもの
⑧地震、噴火またはこれらによる津波
⑨ピッケル等の登山用具を使用する山岳登
はん、ロッククライミング（フリークライミング
を含みます。）、ハンググライダー搭乗等の
危険な運動を行っている間の事故
⑩頸（けい）部症候群（いわゆる「むちうち
症」）、腰痛等で医学的他覚所見のないもの
など

※会員規約第12条（登山計画書作成・提出
による給付制度あり）

①故意または重大な過失
②自殺行為、犯罪行為または闘争行為
③無資格運転、酒気を帯びた状態での
運転または麻薬等により正常な運転
ができないおそれがある状態での運転
④脳疾患、疾病または心神喪失
⑤妊娠、出産、早産または流産
⑥外科的手術その他の医療処置
⑦戦争、外国の武力行使、暴動（テロ
行為を除きます。）、核燃料物質等に
よるもの
⑧地震、噴火またはこれらによる津波
⑨頸（けい）部症候群（いわゆる「むちうち
症」）、腰痛等で医学的他覚所見のな
いもの
⑩ピッケル等の登山用具を使用する山
岳登はん、ロッククライミング（フリーク
ライミングを含みます。）、航空機操縦
（職務として操縦する場合を除きま
す。）、ハンググライダー搭乗等の危
険な運動を行っている間の事故
⑪自動車、原動機付自転車等による競
技、競争、興行（これらに準ずるものお
よび練習を含みます。）の間の事故
など


